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全国民生委員互助共励事業運営要綱及び 
全国民生委員互助事業取扱要領の改正案について 

 
本会事業の推進につきましては、日頃より格別のご協力を賜り深謝申しあげ

ます。 
さて、全国民生委員互助共励事業は、国庫補助と会費を財源に実施して参り

ましたが、平成１４年度より国庫補助の組み替えが行われたため、共励事業の

内容が大きく変化いたしました。 
 このことを契機に、本事業のあり方について検討委員会を設けて検討を重ね

てきた結果、別添のとおり全国民生委員互助共励事業運営要綱（以下、運営要

綱という）及び全国民生委員互助事業取扱要領（以下、互助事業取扱要領とい

う）改正案を取りまとめ、去る２月２８日に開催いたしました全国民生委員互

助共励事業運営委員長会議において了承を得たところです。 
 つきましては、平成１５年度より改正案に基づき事業を実施する予定ですの

で、下記のことについてご承知おきくださいますようお願い申しあげます。 
 また、このことについて都道府県・指定都市民児協会長宛に別添（写）のと

おり通知いたしておりますので、来年度からの事業実施体制等について都道府

県・指定都市民児協と十分ご協議賜りますようお願い申しあげます。 
なお、運営要綱等の改正及び平成１５年度民生委員互助共励事業助成金の交

付につきましては、従前どおり、厚生労働省より「民間社会福祉事業助成費補

助金交付要綱」が発出された後となります。 
 
記 

 
１．運営要綱の主な変更点 
⑴互助事業の委任先及び地方共励事業の企画・実施について 

  これまで互助事業のうち、一般給付の審査・決定は「都道府県・指定都市

社協に委任」しておりましたが、改正案では「都道府県・指定都市の実情に

応じて、都道府県・指定都市社協もしくは都道府県・指定都市民児協、又は



都道府県・指定都市社協と同民児協による合議体（以下、県社協等という）」

のいずれかに委任する（６．事業の企画・実施（１）の③）こととしており

ます。 
  また、地方共励事業も同様、都道府県・指定都市社協のみならず都道府県・

指定都市民児協、又は都道府県・指定都市社協と同民児協による合議体のい

ずれかが企画・実施することとし、そのために必要な経費の一部を全社協か

ら県社協等へ助成する（６．事業の企画・実施（２）の②）こととしました。 
⑵地方共励事業の内容 

  現行運営要綱では次の①から⑥を地方共励事業としており、それぞれに助

成額を定めています。 
   ①民生委員・児童委員活動強化事業 
   ②指定民生委員児童委員協議会の育成 
   ③指導旅費 
   ④会議資料費 
   ⑤相談に関する研修会 
   ⑥ブロック別民生委員・児童委員関係事業会議 

改正案（６．事業の企画・実施（２）の②）では 
ア 会員の研鑚に関する事業 
イ 単位民生委員児童委員協議会の育成（指定民生委員児童委員協議会） 

とし、アの事業内容は、相談に関する研修事業及びその他の研修事業、研鑚

に必要な資料の作成、調査・研究等、「都道府県・指定都市の実情に即して県

社協等が企画・実施」することとしました。これによって助成金を統合する

予定です。（現行の①③④を統合する予定） 
イについては従前どおり「指定民生委員児童委員協議会指定要領」に基づ

いて実施いたします。 
  また、ブロック別民生委員・児童委員関係事業会議は、開催担当県と全民

児連、全社協が共催することから、改正案では中央共励事業に位置付けまし

たが、開催担当県に対してこれまでどおり、会議開催経費の一部を助成いた

します。なお、助成金額は別紙１のとおり予定しております。 
⑶事務費について 

  現行運営要綱（第３の２（３））では「全社協は納入された会費に対して、

県社協に会員１人につき３００円（定額）を地方事務費として交付する」と

しておりますが、改正案では「７．事務費 本事業の実施に要する事務費を

県社協等に対して交付する。その額は会員１名に対し３００円とする」とし

ています。 



２．互助事業取扱要領の主な変更点等 
 ⑴主な変更点 
  ①市区町村社協等の業務 
  これまで、会員又は会員の遺族からの給付申請の受付及び会員又は遺族へ

の給付について、その業務を市区町村社協にお願いしておりましたが、改正

案では「市区町村社協会長もしくは市区町村民児協会長（以下、市区町村社

協会長等という）」の業務（改正案３．申請手続きと給付の決定 （１））と

し、市区町村の実情に応じて実施していただくこととしております。 
  ②県社協等の業務 
  一般給付の審査・決定の委任先については前述のとおりですが、審査にあ

たっては「県社協等は、各県の実情に応じて審査手続きの方法を予め定め、

その方法により審査する」（改正案３．申請手続きと給付の決定 （２）の②）

としております。 
 ⑵当面の給付申請等の取扱 
  市区町村段階の業務の取扱、一般給付の審査・決定業務の委任先（県社協

等）及び審査手続きの方法について、各都道府県・指定都市の業務の実施体

制が整うまでは現行の取扱といたします。互助様式についてもこれまでのも

のを使用してください。 
なお、互助事業の一部委任手続き完了後（平成１５年５月初旬予定）は、

一般給付の審査・決定、全社協に対する給付金報告・請求は県社協等により

実施していただくことになりますが、市区町村段階の業務の取扱については

各都道府県・指定都市ごとの実情にあわせて実施体制を整えてくださいます

ようお願いいたします。 
平成１５年４月以降の業務の実施体制について、都道府県・指定都市民児

協等と十分ご協議のうえ、準備を進めてくださいますよう、重ねてお願いい

たします。 
 
３．運営要綱等の改正に伴う今後の手続き等について 
 このことにつきまして、別紙２のとおり予定いたしておりますので、ご協力

賜りますようお願い申しあげます。 
 また、運営要綱及び互助事業取扱要領の改正に伴い「指定民生委員児童委員

協議会指定要領」、「地方共励事業経理事務要領」、各種様式を改正する予定です。 


